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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって，JIS B 8576:2016 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 B 8576：2023 
 

水素燃料計量システム－自動車充塡用 
Hydrogen metering system for motor vehicles 

 
序文 

この規格は，自動車に水素燃料を充塡する水素燃料計量システム（以下，計量システムという。）の構造，

性能，試験の方法，器差検査の方法，使用中検査の方法などを規定するために作成した日本産業規格であ

る。 

なお，計量システムは，高圧ガス保安法，消防法などの規制の対象となるが，この規格にはこれらの規

制内容は規定しないため，製造，設置，使用などに当たっては，これらの規制を含む安全対策を考慮する

必要がある。 

1 適用範囲 

この規格は，車両の燃料タンクに圧縮水素ガス（以下，水素燃料という。）を充塡するための機構をもち，

水素ステーションに設置し，取引又は証明に使用する計量システムについて規定する。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7611-1 非自動はかり－性能要件及び試験方法－第 1 部：一般計量器 

JIS B 7611-2 非自動はかり－性能要件及び試験方法－第 2 部：取引又は証明用 

JIS Z 8103 計測用語 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS Z 8103 による。 

3.1 
一次表示（primary indication） 

取引又は証明に用いる表示 

注釈 1 この一次表示には，印字されたもの又は記憶されたものを含む。 

注釈 2 一次表示以外の表示は，一般に二次表示と呼ばれる。 

3.2 
質量表示機構（Indicating mechanism） 


